
～～～～～～～～～以下、電子契約の場合～～～～～～～～～

委託契約（工事に準ずる委託）の電子契約締結について

落札決定後、市から受注者に契約方法確認の電話をします。（「電子契約」又は「紙契約」）

【紙による契約の場合】

契約関係書類を受取りに契約課にお越しください。

【電子契約の場合】

「契約予定日」及び「着手予定日」を受注者と相談のうえ、決定します。

藤沢市

【次の書類を契約課に提出】

①電子契約利用申出書〈Ｐ３参照〉

②契約時必要書類〈Ｐ４参照〉

③「前払金保証証書」及び「前払金請求書」（請求する場合のみ）〈Ｐ５参照〉

※契約締結後に請求することも可能です。

受注者

【①・②の提出方法】

メールに添付

※原則、すべての資料を揃

えて１度のメールで提出し

てください。

【③の提出方法】

持参

※電子保証の場合、〈電子保証にかかる「認証

キー」のお知らせ〉及び〈前払金請求書〉を

①・②と併せて契約課へメールにて提出してく

ださい。

【提出期日】※期日に間に合わない場合は契約課職員に相談してください。

落札決定日から起算し、3営業日以内を目安に契約課に提出してください。

（土日祝は営業日に含めません。）

（例） 落札決定日：10月3日（木）⇒提出目安：10月7日（月）

落札決定日：10月7日（月）⇒提出目安：10月9日（水）

次ページへ

【契約課メールアドレス】

fj-keiyaku@city.fujisawa.lg.jp
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【電子署名依頼】

契約書データを作成し、受注者へ電子署名依頼をします。

藤沢市

【電子署名】

電子印鑑GMOサイン からメールが届くので、契約書データを確認し、署名手続をしてく

ださい。

受注者

契約書データの内容に

誤りがある場合は、署

名をせずに契約課へ連

絡してください。

電子契約サービスの操作方法

は、「藤沢市電子契約システ

ム事業者向け説明会」資料を

ご確認ください。

【電子署名】

電子署名を行い、契約締結完了です。

（相談のうえ決定した契約予定日に電子署名します。）

藤沢市

落札決定日から7日以内に双方が電子署名し、

契約締結を完了する必要があります。

契約締結日は、双方の電子署名

が完了した日です。

【電子契約書ダウンロード】

電子印鑑GMOサイン からメールが届くので、電子契約書をダウンロードし、保存する。

（メール受信から14日以内）

受注者

契約手続き完了
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電子契約利用申出書について

電子契約での契約締結を希望する場合、

電子契約利用申出書を提出してください。

②

①

①申請者の情報は、契約書に記載され

る受注者の情報になりますので、誤り

のないよう記入してください。

押印不要です。

②記入いただいた利用メールアド

レス宛に、署名依頼及び署名完了

メールが送付されます。
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契約時必要書類について

契約時必要書類

①契約の履行保証方法の届出及び現場代理人等の届出書

※雇用確認書類、資格証等の添付書類含む

②工事着手届及び工事工程表

③工事費見積明細書

書類の作成に時間を要する場

合、「工事着手届及び工事工

程表」及び「工事費見積明細

書」は、契約締結後に提出す

ることも可能です。

【提出方法】

原則、契約課にメールにて提出し

てください。

（落札決定日から起算して、3営業

日以内を目安）

①及び②の日付欄は、契約締結

予定日で作成してください。
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「前払金保証証書」及び「前払金請求書」について

保証証書の電子化に対応します。

電子保証の場合は、〈電子保証

にかかる「認証キー」のお知ら

せ〉及び〈前払金請求書〉を契

約課へメールにて提出してくだ

さい。

電子契約システムへのアップ

ロードによる提出はできません。

電子保証

電子契約の場合、前払金保証

証書の「契約日」及び「着手

日」は、契約課担当者と相談

して決めてください。

前払金の請求期限は、原則として契約締結の日から起算して20日以内です。

【押印省略】

前払金請求書は押印省略可能です。

【提出方法】

「前払金請求書」及び「前払金保証証書」を契約課へ持参してください。
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【業務委託契約書に含める内容】

①契約書表紙

②約款

③質問回答書（対象の場合のみ）

④設計図書

⑤図面（対象の場合のみ）

※建築士法22条の3の3の規定に該当する場合は、同法で定める事項を記載した書面を契約書に含

めてください。

【工事費見積明細書】

設計書に基づき、契約金額に対する見積明細書を作成してください。

【工事工程表】

実際に受託業務を履行するために要する期間で工程表を作成してください。しゅん工検査は、

しゅん工後に行いますので、その期間の記載は必要ありません。

【契約の履行保証方法の届出及び現場代理人等の届出書】

(1)「現場代理人」欄には、直接的な雇用関係にあり、本契約に従事される人を記入してくださ

い。

(2)「主任技術者及び監理技術者」欄は、必要な資格を有する人を記入し、その資格を確認できる

資格者証等の写しを添付してください。

(3)「現場代理人」、「管理技術者」等の雇用の確認ができる書類（保険証（記号・番号・保険者

番号を削除したもの）等）の写しを添付してください。

適正な履行について

今回受注された委託の履行に当たっては、関係法令、藤沢市契約規則、契約約款等を遵

守し、特に下記事項に十分注意してください。

なお、これらの関係法令に違反した場合は、これらの規定により処罰されることはも

ちろん、発注者の立場から指名停止等の措置をとることがありますので、念のため申し添

えます。

6



【工事完成後の手続きについて】

受託業務が完了したときは、直ちに工事等しゅん工届を監督員に提出し、監督員の確認印受領

後、契約課に提出してください。１０日以内にしゅん工検査を行います。

【工事等における違反行為への対処方針】

(1) 本市の発注する工事、工事に準ずる委託、業務委託すべて対象とし、すべての法令・許可条

件・指示事項に違反した場合に適用します。

(2) 初めての場合は、現場代理人・主任技術者等を呼び、口頭での厳重注意を行い、再度行わな

いよう誓約書の提出を求める。

(3) ２回目の時は、代表者を呼び、文書による警告を行い、現場代理人・主任技術者が不適切と

認められる場合は、交代させる。

(4) ３回目の時は、指名停止の措置をとるものとする。

(5) 上記については、「１工事等につき」ではありません。「１業者につき」３回の違反行為があ

れば指名停止となります。

なお、関係法令による罰則規定に抵触する場合は、その規定による処罰を受けることになりま

す。

【前金払の請求手続きについて】

 前金払のできる委託で、契約締結日（継続事業で継続年度の請求についての起算日は、４月１

日） から２０日以内に、次の書類を添えて契約課に請求してください。なお、前金の請求金額

は、委託請負については契約金額の３０％以内とします。

①公共工事前払金請求書

②建設業保証会社の前払金保証にかかわる保証書、約款

【工事現況報告書の提出】

受託業務着手後、毎月５日までに、前月末日における受託業務の状況について工事現況報告書を

作成し、監督員に提出してください。
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